
議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 ４２ 

提出時期 令和元年 6 月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

要 旨 

【改正理由】 

 介護保険法の一部改正により一部実施されていた住民税非課税世

帯の被保険者の介護保険料について、令和元年 10月から実施される

消費税の増税に伴い、更なる軽減を行うため条例の一部を改正する。 

 

 

【具体的な内容】 

・世帯の全員が住民税非課税世帯の被保険者の保険料を軽減する。 

基準額に対する割合 

・第 1 段階 0.5→0.375 第 2 段階 0.75→0.625 第 3 段階 0.75→

0.725 

 保険料の額（年額） 

・第 1段階 32,400円→24,300円  

・第 2段階 48,600円→40,500円 

・第 3段階 48,600円→46,980円 

 

 

【施行期日】 

 公布の日から施行。 

 

 

担当課  健康福祉課 


